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和
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事
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…
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公
安
委
員
会

○
青
森
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

総

務

課)

…

�

○
技
能
検
定
員
等
の
審
査
の
実
施

(

運
転
免
許
課)

…

�

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

規

則

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
九
号

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
号
様
式
中

｢
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年
法

を

律
第
160号

)
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

｢
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年
法

律
第
160号

)
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て
(知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
す

に

る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
た
だ
し
､
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に
異
議
申
立
て
を
行
つ
た
場
合
に
は
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
異
議
申
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� �
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

｣
改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
桜
町
団
地
の
項
中

｢

二
十
五
戸｣

を

｢

三
十
五
戸｣
に
、｢

児
童
遊
園｣

を

｢

集
会
所｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
桜
町
団
地
の
項
中

｢

千
二
百
円｣

を

｢

二
千
六
百
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

船
越
歯
科
医
院

三
光
薬
局

三
光
薬
局
新
井
田
店

青
森
市
栄
町
二
丁
目
八
の
一
八

八
戸
市
大
字
十
八
日
町
二
七

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
法
光
野
二
三
の
六

平
成
��･

�･

��

��･

�･

��

��･

�･

��

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

船
越
歯
科
医
院

よ
こ
の
循
環
器
呼
吸
器

内
科
医
院

ケ
イ
ク
リ
ニ
ッ
ク

す
ず
ら
ん
調
剤
薬
局
石

江
店

青
森
市
栄
町
二
丁
目
八
の
一
八

青
森
市
大
字
石
江
字
江
渡
九
七
の
一
二

上
北
郡
下
田
町
緑
ケ
丘
一
丁
目
五
〇
の
二
〇
九

二青
森
市
大
字
石
江
字
江
渡
九
七
の
一
一

平
成
��･

�･

�

��･

�･

�

〃〃

� �



� �

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
施
術
者
か
ら
住
所
及
び
施
術
所
の
所
在
地
を
変
更

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
臨
時
の
職
業
訓
練
を
施
行
す

る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	
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区
分

名

称

所

在

地

変
更
年
月
日

変
更
前

城
東
眼
科
小
児
科
ア
レ
ル

ギ
ー
科

変
更
後

あ
ら
い
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ

ク
／
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
城
東
中
央
四
丁
目
二

の
八

平
成
��

･

�･

�

区

分

氏

名

住

所

施
術
所
の

名

称

施
術
所
の
所
在
地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
代
官

町
二
六

弘
前
市
大
字
代
官

町
二
六

変
更
後

横
山
忠
行

弘
前
市
大
字
駅
前

三
丁
目
三
の
一
七

横
山
接
骨
院

弘
前
市
大
字
駅
前

三
丁
目
三
の
一
七

昭
和

��･

�･

�

臨
時
の
職
業
訓
練
を
実
施

す
る
能
力
開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練
の
種

類
・
訓
練
課
程

対
象
者

訓

練

科

訓
練
期
間

定

数

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

普
通
職
業
訓
練

・
短
期
課
程

概
ね
三
十
歳

未
満
の
失
業

介
護
福
祉
科

二
月

二
〇
人

医
療
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
科

一
〇
人

パ
ソ
コ
ン
ビ
ジ

ネ
ス
科

一
五
人

自
動
車
運
転
科

一
五
人

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術

専
門
校

介
護
福
祉
科

一
〇
人

パ
ソ
コ
ン
ビ
ジ

ネ
ス
科

一
〇
人

自
動
車
運
転
科

一
五
人

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術

専
門
校
つ
が
る
校

介
護
福
祉
科

一
〇
人

パ
ソ
コ
ン
ビ
ジ

ネ
ス
科

一
〇
人

自
動
車
運
転
科

一
〇
人

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

介
護
福
祉
科

一
〇
人

医
療
事
務
科

一
〇
人

パ
ソ
コ
ン
ビ
ジ

ネ
ス
科

一
〇
人

自
動
車
運
転
科

一
〇
人

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

三
沢
校

医
療
事
務
科

一
〇
人

パ
ソ
コ
ン
ビ
ジ

ネ
ス
科

五
人

自
動
車
運
転
科

五
人

医
療
事
務
科

五
人

青
森
県
立
む
つ
高
等
技
術

専
門
校

者
で
、
公
共

職
業
安
定
所

に
求
職
申
込

を
行
っ
て
い

る
者

パ
ソ
コ
ン
ビ
ジ

ネ
ス
科

五
人

� �
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
四
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ
プ
ラ
ザ

三

代
表
者
の
氏
名

中
村

博
喜

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
稲
生
町
六
の
三
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
・
高
齢
者
を
含
む
全
て
の
県
民
に
対
し
て
、
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
に
よ
っ

て
集
め
ら
れ
た
Ｉ
Ｔ
関
連
機
器
を
活
用
し
た
環
境
保
全
事
業
や
就
労
支
援
事
業
、
初
心
者
・
障
害

者
・
高
齢
者
等
を
対
象
と
し
た
パ
ソ
コ
ン
技
術
指
導
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
啓
発
を
図

る
事
業
及
び
農
畜
産
業
に
対
す
る
環
境
保
護
の
推
進
を
図
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
社
会
全

体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
四
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
わ
い
わ
い
福
祉
相
談
所

三

代
表
者
の
氏
名

久
保
田

開

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
西
六
丁
目
九
の
一
七
三
五
サ
ン
ラ
イ
ズ
カ
マ
ヤ
一
〇
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
介
護
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
福
祉
の

増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
四
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
光
の
岬
福
祉
研
究
会

三

代
表
者
の
氏
名

太
田

真

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
笹
森
町
三
七
の
二
一
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自
動
車
運
転
科

五
人
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五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
祉
を
考
え
、
実
践
し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
り
、
福
祉
に
関
す
る
幅
広
い
分
野

を
対
象
に
、
調
査
研
究
お
よ
び
福
祉
増
進
を
目
指
し
た
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
何
ら
か
の
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
人
々
が
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
、
地
域
社
会
及
び
文
化
活

動
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
総
合
的
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

オ
ー
ダ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

(

平
成
十
一
年
三
月
稼
動
分)
に
係
る
電
子
計
算
機
等
の
賃
貸
借
一

式
二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院
企
画
情
報
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社
東
北
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
四
丁
目
六
の
一

六

契
約
金
額

三
千
四
百
八
十
五
万
三
千
二
百
八
十
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
り
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

林
業
種
苗
法

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	
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二
七
九

登

録

番

号

平
成
��

･

�･

��

登
録
年
月
日

川
村
星
彦

氏
名
又
は
名
称

生

産

事

業

者

上
北
郡
六
戸
町
大
字
下
吉
田
字
沼
田

一
六
五 住

所

採
取 種

穂

生

産

事

業

の

内

容

精
選

幼
苗
の
育
成

苗

木

幼
苗
以
外
の

苗
木
の
育
成

川
村
苗
圃

名

称

事

業

所

上
北
郡
六
戸
町
大
字
下
吉
田

所

在

地



� �

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
新
盛
建
設
運
輸

二

代
表
者
の
氏
名

盛
田

英
世

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
是
川
字
三
十
刈
頭
一
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
七
六
八
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
四
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
四
月
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
期
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

新
堅
土
木
有
限
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

川
原

堅
悦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
沢
田
字
和
野
二
五
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
五
〇
〇
〇
四
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
四
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
四
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号

青
森
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
三
年
四
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

(

第
二
条
関
係)

青 森 県 報平成17年４月22日 金曜日 第2469号 �

開
発
区
域

(

工
区)
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

上
北
郡
東
北
町
字
乙
供
一
一
五
の
一
、
一
一

九
の
一
の
一
部
及
び
一
三
五
の
二

上
北
郡
東
北
町
字
塔
ノ
沢
山
一

東
北
町
長
職
務
執
行
者

� �
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

平
成
十
七
年
度
技
能
検
定
員
等
の
審
査
を
次
の
と
お
り
行
う
の
で
、
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す

る
規
則

(

平
成
六
年
二
月
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
。
以
下

｢

審
査
規
則｣

と
い
う
。)

第
二

条
及
び
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

一

審
査
の
種
類
、
日
時
、
場
所
及
び
項
目

青 森 県 報������	
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警

察

署

協

議

会

委
員
の
定
数

青
森
県
青
森
警
察
署
協
議
会

十
三
人
以
内

青
森
県
蟹
田
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

青
森
県
浪
岡
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

青
森
県
黒
石
警
察
署
協
議
会

七
人
以
内

青
森
県
大
鰐
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

青
森
県
弘
前
警
察
署
協
議
会

十
三
人
以
内

青
森
県
板
柳
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

青
森
県
五
所
川
原
警
察
署
協
議
会

七
人
以
内

青
森
県
金
木
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

青
森
県
つ
が
る
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

青
森
県
鰺
ケ
沢
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

青
森
県
野
辺
地
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

青
森
県
十
和
田
警
察
署
協
議
会

七
人
以
内

青
森
県
三
沢
警
察
署
協
議
会

七
人
以
内

青
森
県
五
戸
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

青
森
県
八
戸
警
察
署
協
議
会

十
三
人
以
内

青
森
県
三
戸
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

青
森
県
む
つ
警
察
署
協
議
会

七
人
以
内

青
森
県
大
間
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

青
森
県
七
戸
警
察
署
協
議
会

五
人
以
内

審

査

の

種

類

審
査
日
時

審

査

場

所

審
査
項
目

教
習
指
導
員

(

大
型)

(

大
特)

(

牽
引)

技
能
検
定
員

(

大
型)

(

大
特)

(

牽
引)

一

平
成
十
七
年

六
月
十
三
日
か

ら
同
月
十
七
日

ま
で
の
午
前
八

時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
ま
で

二

平
成
十
七
年

六
月
二
十
日
か

ら
同
月
二
十
四

日
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま

で

青
森
市
大
字
三
内
字
丸

山
一
九
八
の
四

青
森
県
警
察
本
部
交
通

部
運
転
免
許
課

教
習
に
関
す
る

知
識
・
技
能

技
能
検
定
に
関

す
る
知
識
・
技

能

教
習
指
導
員

(
普
自
二)

技
能
検
定
員

(

普
自
二)

平
成
十
七
年
六

月
二
十
七
日
か
ら

同
年
七
月
一
日
ま

で
の
午
前
八
時
三

右

同

教
習
に
関
す
る

知
識
・
技
能

技
能
検
定
に
関

� �



� �

(

注)

自
衛
隊
教
習
所
に
あ
っ
て
は
、
種
別
欄
の

(

大
型)

と

(

普
通)

を
読
み
替
え
る
こ
と
。

二

申
請
手
続

１

申
請
書
類
の
受
付
期
間
及
び
提
出
先

�

各
審
査
日
の
一
か
月
前
か
ら
審
査
当
日
ま
で

�

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
九
八
の
四

青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

２

提
出
書
類

�

審
査
申
請
書

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
部
身
、
無
背
景
の
縦
三
・
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

一
枚
を
ち
ょ
う
付
す
る
こ
と
。

�

審
査
規
則
第
十
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
審
査
申
請
書
に

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

�

当
該
審
査
を
受
審
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
、
審
査
規
則
第
三
条
及
び
第
十
一
条
に
定

め
る
書
類
を
審
査
当
日
提
示
す
る
こ
と
。

三

審
査
手
数
料

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
に
定
め
る
額
を
、
青
森
県

収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。
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十
分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

す
る
知
識
・
技

能

教
習
指
導
員

(

普
通)

一

平
成
十
七
年

七
月
四
日
か
ら

同
月
八
日
ま
で

の
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
後

五
時
ま
で

二

平
成
十
七
年

七
月
十
九
日
か

ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま

で
三

平
成
十
七
年

九
月
二
十
日
か

ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま

で

右

同

教
習
に
関
す
る

知
識
・
技
能

技
能
検
定
員

(

普
通)

一

平
成
十
七
年

九
月
五
日
か
ら

同
月
九
日
ま
で

の
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
後

五
時
ま
で

二

平
成
十
七
年

九
月
二
十
六
日

か
ら
同
月
三
十

日
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま

で

右

同

技
能
検
定
に
関

す
る
知
識
・
技

能

教
習
指
導
員

(

大
自
二)

技
能
検
定
員

(

大
自
二)

一

平
成
十
七
年

六
月
九
日
の
午

前
八
時
三
十
分

か
ら
午
後
五
時

ま
で

二

平
成
十
七
年

九
月
二
十
九
日

の
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
後

五
時
ま
で

三

平
成
十
八
年

二
月
九
日
の
午

前
八
時
三
十
分

か
ら
午
後
五
時

右

同

教
習
に
関
す
る

知
識
・
技
能

技
能
検
定
に
関

す
る
知
識
・
技

能

ま
で

教
習
指
導
員(

大
型
二
種)

(

普
通
二
種)

技
能
検
定
員(

大
型
二
種)
(

普
通
二
種)

一

平
成
十
七
年

七
月
四
日
か
ら

同
月
八
日
ま
で

の
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
後

五
時
ま
で

二

平
成
十
七
年

七
月
十
九
日
か

ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま

で
三

平
成
十
七
年

九
月
二
十
日
か

ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま

で

右

同

教
習
に
関
す
る

知
識
・
技
能

技
能
検
定
に
関

す
る
知
識
・
技

能

� �



� �

四

そ
の
他

１

審
査
申
請
用
紙
は
、
青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る
こ
と
。

２

詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

(

電
話
〇
一
七－

七
八
二－

〇

〇
七
一)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
警
察
本
部
長

長

尾

正

彦

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

運
転
免
許
証
作
成
機
用
消
耗
品

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

コ
ニ
カ
ミ
ノ
ル
タ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
三
の
一
七

六

契
約
金
額

一
式
当
た
り

七
十
一
万
九
千
九
十
三
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で

あ
る
。特

定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

青
森
県
警
察
本
部
長

長

尾

正

彦

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

運
転
免
許
証
更
新
時
講
習
資
料

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

財
団
法
人
全
日
本
交
通
安
全
協
会

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
四
丁
目
八
の
一
三

六

契
約
金
額

一
式
当
た
り

二
百
四
十
二
円
五
十
五
銭

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
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